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無断複製・転載等禁止

令和３年６月２日
北海道電力株式会社

泊発電所３号炉

地盤（敷地の地質・地質構造）に関するコメント回答

：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



22

余白



33
指摘事項

○令和3年2月12日審査会合の指摘事項を以下に示す。

指摘時期 No 指摘事項 説明時期

令和3年2月12日
審査会合

1

開削調査箇所(南側)に認められるTs3aユニット及びTs3bユニットの堆積時期に関する検討につ
いては，(ⅰ)～(ⅳ)を用いてTs3aユニット及びTs3bユニットが，M1ユニットを含む海成堆積物と
整合関係にあるとの判断に結び付けているが，その判断に至るための(ⅰ)～(ⅳ)の関係性を明
確に記載すること。

今回説明

2

(ⅵ)で実施している比較については，地形状況や成因の類似性といった比較地点の選定理由
を明確に記載するとともに，C地点以外にも，Ts3bユニットと同様な成因の斜面堆積物が分布し，
火山ガラスの屈折率測定及び主成分分析結果を有しているのであれば提示すること。また，斜面
堆積物には，当該堆積物形成時に，その付近に降灰していたテフラ起源の火山ガラス等が混入
する理由を記載すること。

3

開削調査箇所(南側)に認められるTs3aユニット及びTs3bユニットの堆積時期に関する検討のう
ち，(ⅵ)で実施している火山ガラスの比較は，Ts3aユニット及びTs3bユニットが後期更新世以降
の堆積物ではないことを示す有効なデータであることから，比較的層厚が厚い箇所等で火山ガラ
スの屈折率測定及び主成分分析を追加実施し，町田・新井(2011)において，敷地周辺に到達
しているとされている後期更新世のテフラ及びSpfa-1に対比される火山ガラスが認められないこ
との信頼性を高めること。また，追加分析に用いた火山ガラスの写真も提示すること。

4
(ⅵ)で実施している斜長石の比較において，開削調査箇所(南側)付近には玄武岩質火山岩及
び火砕岩がないにも関わらず，当該調査箇所の砂質凝灰岩及びTs1aユニットに，Caに富む斜長
石が認められることに対する考察を記載すること。

5
F-1断層開削調査箇所付近の「地層及び地形形成史」については，確認している地質データを反
映する観点で，F-1断層開削調査箇所近傍露頭1(北側・南側)も追加すること。
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指摘事項に関する回答方針

○指摘事項に対する回答方針を示す。

No 指摘事項 回答方針

1

開削調査箇所(南側)に認められるTs3aユニット及びTs3bユニッ
トの堆積時期に関する検討については，(ⅰ)～(ⅳ)を用いて
Ts3aユニット及びTs3bユニットが，M1ユニットを含む海成堆積物
と整合関係にあるとの判断に結び付けているが，その判断に至る
ための(ⅰ)～(ⅳ)の関係性を明確に記載すること。

・「Ts3aユニット及びTs3bユニットは，M1ユニットと地質学的時間スケール
においてほぼ同時に堆積したもの」との判断は，「(ⅰ)各ユニットの分布高
度」と以下の(ⅱ)～(ⅳ)の相補的な関係によって導き出されるものであ
ることを明確にした。
(ⅱ)Ts3bユニットとM1ユニットに挟在するTs1ユニット及びTs2ユニットと

の類似性
(ⅲ)各ユニットの境界
(ⅳ)斜長石の分析による供給源の推定

・なお，指摘回答に合わせて，Ts3aユニット及びTs3bユニットの堆積時期
に関する検討結果については，改めて体系的に整理しており，これに伴い，
従前用いた(ⅰ)～(ⅵ)の付番を変更している。

・回答内容は，「本編資料」P316～P319に掲載。

2

(ⅵ)で実施している比較については，地形状況や成因の類似性
といった比較地点の選定理由を明確に記載するとともに，C地点
以外にも，Ts3bユニットと同様な成因の斜面堆積物が分布し，火
山ガラスの屈折率測定及び主成分分析結果を有しているのであれ
ば提示すること。また，斜面堆積物には，当該堆積物形成時に，
その付近に降灰していたテフラ起源の火山ガラス等が混入する理
由を記載すること。

・Ts3aユニット及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上
堆積物との比較については，原地形が残存し，地表付近に当該陸上堆
積物が認められること等，比較対象とした理由を明記した上で，C地点以
外に斜面堆積物が分布する地点として，D地点及びF地点を提示した。

・また，斜面堆積物は，その堆積過程において，周辺に分布する堆積物を
巻き込み，降灰していたテフラ起源の火山ガラス等が混入するものである
ことを明記した。

・回答内容は，「本編資料」P318～P319，P328～P335及びP387～
P409に掲載。

3

開削調査箇所(南側)に認められるTs3aユニット及びTs3bユニッ
トの堆積時期に関する検討のうち，(ⅵ)で実施している火山ガラ
スの比較は，Ts3aユニット及びTs3bユニットが後期更新世以降の
堆積物ではないことを示す有効なデータであることから，比較的層
厚が厚い箇所等で火山ガラスの屈折率測定及び主成分分析を追
加実施し，町田・新井(2011)において，敷地周辺に到達してい
るとされている後期更新世のテフラ及びSpfa-1に対比される火
山ガラスが認められないことの信頼性を高めること。また，追加分
析に用いた火山ガラスの写真も提示すること。

・南側壁面の背後法面天端付近のうち，Ts3aユニット及びTs3bユニットの
両ユニットが認められる範囲において，試料を網羅的に採取(両ユニット
からそれぞれ6箇所採取)し，火山ガラスの屈折率測定及び主成分分析
を実施した。

・屈折率測定及び主成分分析の結果，いずれの箇所においても，町田・新
井(2011)において，敷地周辺に到達しているとされている後期更新世
のテフラ及びSpfa-1に対比される火山ガラスは認められないことを確認
した。

・回答内容は，「本編資料」P336～P369に掲載。
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指摘事項に関する回答方針

○指摘事項に対する回答方針を示す。

No 指摘事項 回答方針

4

(ⅵ)で実施している斜長石の比較において，開削調査箇所(南側)付
近には玄武岩質火山岩及び火砕岩がないにも関わらず，当該調査箇
所の砂質凝灰岩及びTs1aユニットに，Caに富む斜長石が認められるこ
とに対する考察を記載すること。

・砂質凝灰岩について，詳細な性状を確認するため，薄片観察を実施
した。

・その上で，砂質凝灰岩及びTs1aユニットに認められるCaに富む斜長
石に関する考察を実施した。

・回答内容は，「本編資料」P283，P287～P293に掲載。

5

F-1断層開削調査箇所付近の「地層及び地形形成史」については，確
認している地質データを反映する観点で，F-1断層開削調査箇所近傍
露頭1(北側・南側)も追加すること。

・F-1断層開削調査箇所近傍露頭1(北側・南側)も含め，F-1断層
開削調査箇所付近の「地層及び地形形成史」を整理した。

・回答内容は，「本編資料」P556～P584に掲載。



66

１．敷地及び敷地近傍の地形

１．１ 敷地近傍の地形

１．２ 敷地の地形

２．敷地の地質・地質構造

２．１ 敷地における地質調査結果

２．２ 敷地に認められる断層

２．３ 断層と耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設との位置関係

３．断層の系統分類及び各断層系の新旧関係

３．１ 断層の系統分類

３．２ 各断層系の新旧関係

４．積丹半島西岸における海成段丘の特徴の整理

５．F-1断層の活動性評価

５．１ F-1断層開削調査箇所付近に分布する堆積物の地層区分

５．２ 上載地層法によるF-1断層の活動性評価

６．F-4断層及びF-11断層の活動性評価

６．１ F-4断層及びF-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

６．２ 上載地層法によるF-4断層及びF-11断層の活動性評価

７．総合評価
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敷地及び敷地近傍の地形状況，文献断層，変位地形分布等の確認

１．敷地及び敷地近傍の地形

１．１ 敷地近傍の地形

１．２ 敷地の地形

敷地において11条の断層を認定した上で，断層と耐震重要施設※1

及び常設重大事故等対処施設※2との位置関係を整理

２．敷地の地質・地質構造

２．１ 敷地における地質調査結果

２．２ 敷地に認められる断層

２．３ 断層と耐震重要施設及び
常設重大事故等対処施設との位置関係

３．１ 断層の系統分類

３．２ 各断層系の新旧関係

11条の断層について，断層の特徴による系統分類を実施し，各断層
系の新旧関係を確認した上で，活動性評価対象断層を選定

３．断層の系統分類及び各断層系の新旧関係

５．１ F-1断層開削調査箇所付近に
分布する堆積物の地層区分

５．２ 上載地層法によるF-1断層の活動性評価

F-1断層について，将来活動する可能性のある断層等に該
当するか否かを評価

５．F-1断層の活動性評価

６．１ F-4断層及びF-11断層開削調査箇所に
分布する堆積物の地層区分

６．２ 上載地層法による
F-4断層及びF-11断層の活動性評価

F-4断層及びF-11断層について，将来活動する可能性の
ある断層等に該当するか否かを評価

６．F-4断層及びF-11断層の活動性評価

F-1断層開削調査箇所付近並びにF-4断層及びF-11断層開削調
査箇所に分布する堆積物の地層区分を実施するに当たり指標となる，
積丹半島西岸の海成段丘の特徴整理

４．積丹半島西岸における海成段丘の特徴の整理

将来活動する可能性のある断層等に該当しない

７．総合評価

※1 耐震設計上の重要度分類Sクラスの機器・系統及びそれらを支持する建物・構築物
※2 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設(特定重大事故等対処施設を除く)

高角逆断層(O2)系
F-4断層

層面断層(y)系
F-11断層

高角逆断層(Y)系
F-1断層

高角逆断層(Y)系
F-1断層

層面断層(y)系
F-11断層

高角逆断層(O2)系
F-4断層

【活動時期が古い断層系】
高角逆断層(O1)系
F-2断層，F-5断層，F-6断層

低角逆断層系
F-7断層

層面断層(o)系
F-9断層，F-10断層

○露頭観察
○はぎとり転写試料観察
○礫種・礫の形状調査
○研磨片観察

○薄片観察
○火山ガラスの屈折率測定・

主成分分析
○硬度測定 等

○露頭観察
○はぎとり転写試料観察
○X線CT画像観察 等

○露頭観察
○礫種・礫の形状調査
○火山ガラスの屈折率測定・

主成分分析

○粒度分析
○帯磁率測定 等

○露頭観察

評価の流れ

【F-11断層に活動性評価を代表させる断層】
層面断層(y)系
F-3断層，F-8断層

評価の流れについては，次頁参照

再掲(R3/2/12審査会合)
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F-1断層の活動性評価の流れ

1,2号炉調査時のF-1断層開削調査箇所に関するデータでは，地層区分及び地層区分実施後のF-1断層の活動性評価に関する詳細な検討が難しいことから，検討を実施するに当たり，以下の
3地点において追加の開削調査を実施

５．１ F-1断層開削調査箇所付近に
分布する堆積物の地層区分

F-1断層について，将来活動する可能性のある断層等に該当するか否かを評価

５．F-1断層の活動性評価

５．１．３ 追加の開削調査結果を踏まえたF-1断層開削調査箇所付近の地層区分

５．２．１ F-1断層の認定

５．２．３ F-1断層の活動性評価

※1 開削調査箇所(北側)に認められる堆積物の旧海食崖付近での分布状
況を確認することを目的に，開削調査箇所(北側)の東側で実施。

本調査箇所に認められる基盤岩及び堆積物につい
て，各種観察・分析・測定に基づき地層区分を実施

地層区分実施後，堆積物の層相及び分布標高に
着目し，ユニット区分を実施

○露頭観察(堆積相観察)
○礫種・礫の形状調査
○火山ガラスの屈折率測定・主成分分析
○重鉱物の屈折率測定・主成分分析
○珪藻分析
○粒度分析
○帯磁率測定

（２）追加開削調査箇所※1

本調査箇所に認められる基盤岩及び堆積物
について，各種観察に基づき地層区分を実施

地層区分実施後，開削調査箇所(北側)との
地層の連続性から，ユニット区分を実施

○露頭観察(堆積相観察)
○はぎとり転写試料観察

4章において整理した積丹半島西岸における海成段丘の特徴を指標とし，F-1断層開削調査箇所付近における地層区分について，以下の3ケースを基本に実施
(ケース1)F-1断層開削調査箇所における岩内層をMIS9以前の海成層に地層区分した場合
(ケース2)F-1断層開削調査箇所における岩内層をHm3段丘堆積物に地層区分した場合
(ケース3)積丹半島西岸におけるHm3段丘をMIS9の海成段丘とした場合

５．２ 上載地層法によるF-1断層の活動性評価

開削調査箇所(北側・南側)に認められるF-1断層と考えられる断層をF-1断層に認定するため，F-1断層本体のデータ拡充を目的に実施した性状確認調査及び地質構造確認調査結果
に基づき，F-1断層の性状※2・連続性の検討を実施
開削調査箇所(北側・南側)に認められるF-1断層と考えられる断層について，F-1断層との位置関係も踏まえ，F-1断層との性状(走向・傾斜，条線，微細構造等)の類似性を確認

５．２．２ F-1断層及び小断層

開削調査箇所(北側・南側)において以下の検討及び観察を実施※3

①F-1断層とその上位に認められる小断層の関連性 ②F-1断層と小断層の累積性 ③小断層の上端付近の詳細観察
○露頭観察(地質構造観察) ○露頭観察(地質構造観察) ○露頭観察(地質構造観察) ○はぎとり転写試料観察 ○X線CT画像観察 等

開削調査箇所(北側・南側)及びF-1断層開削調査箇所の調査結果を踏まえた，F-1断層の総合的な活動性評価を実施
F-1断層の活動性評価結果を踏まえ，F-1断層開削調査箇所付近の地層及び地形形成史について検討

本調査箇所に認められる基盤岩及び堆積物について，各種観察・
分析・測定及び開削調査箇所(北側)との対比に基づき地層区分
及びユニット区分を実施
このうち，Ts3ユニットについては，成因及び堆積時期に関する詳細
検討を実施

○露頭観察(堆積相観察)
○はぎとり転写試料観察
○研磨片観察
○X線CT画像観察
○薄片観察

５．１．１ 開削調査箇所(北側) ５．１．２ 開削調査箇所(南側)

○礫種・礫の形状調査
○火山ガラスの屈折率測定・主成分分析
○重鉱物の屈折率測定・主成分分析
○斜長石の屈折率測定・主成分分析
○硬度測定 等

※2 F-1断層の性状については，F-1断層開削調査箇所と同位置で実施した
R1敷地-2’ボーリング(R1敷地-2ボーリングの別孔)を基本とする。

※3 開削調査箇所(南側)においては，「④南側壁面の背後法面付近に認めら
れる小断層」についても，検討を実施。

(P104～P139参照)

(P156～P414参照)

(P416～P427参照)

(P431～P457参照)

(P460～P548参照)

(P550～P584参照)

(P140～P154参照)

５．２．３ F-1断層の活動性評価

指摘No.1～4

朱書き：関連する指摘事項

指摘No.5

（１）開削調査箇所（北側）

一部修正(R3/2/12審査会合)
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

指摘事項No.1～3の回答

指摘事項No.4の回答

指摘事項No.5の回答
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余白
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１．敷地及び敷地近傍の地形

１．１ 敷地近傍の地形
１．２ 敷地の地形
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１．敷地及び敷地近傍の地形

１．１ 敷地近傍の地形
１．２ 敷地の地形



1313
１．１ 敷地近傍の地形

○敷地は，積丹半島の南西基部の日
本海に面した海岸部に位置する。

○敷地の北～北西方向は，起伏の多
い山地が主体であり，海岸沿いに
は段丘面が断続的に分布する。

○敷地の南～南東方向には，岩内平
野が広がっている。

○岩内平野は，共和台地，岩内低地
及び岩内台地から構成される。

○敷地近傍の海域は大陸棚上にあり，
主に岩内低地前面から沖合にかけ
ての平滑な緩斜面からなる。

○敷地近傍の海岸地形は，敷地の位
置する積丹半島西岸部では岩石海
岸が，岩内平野周辺では砂浜海岸
が形成されている。

第7.3.3.1図敷地近傍の地形図添付

敷地近傍の地形図

岩内平野

海成段丘面が断続的に分布

岩石海岸

砂浜海岸

一部修正(H28/3/10審査会合)①敷地近傍の地形
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１．１ 敷地近傍の地形

○空中写真判読及び地形調査の結果，敷地近傍には変位地
形等は認められない。

○地質調査の結果，発足南リニアメント及び発足北リニアメント
付近には，後期更新世以降の活動を考慮する活断層は認め
られないと判断される※1。

敷地周辺陸域の変位地形分布図

※2

※1 詳細はH27.10.9審査会合資料「地盤(敷地周辺の地質・地質構造)」に記載。

一部修正(H28/3/10審査会合)②敷地近傍の変位地形分布(1/2)

※2 池田ほか編(2002)，
今泉ほか編(2018)，
活断層研究会編(1991)
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区 分
山地・丘陵内 段丘面，扇状地等の平坦面上

崖・鞍部等 尾根・水系の屈曲 崖・凹地形・凸地形・撓み・傾斜面等

Ⅰ

変位地形と認定できる地形要素が認めら

れ，ほかの成因による可能性が否定でき，

かつ，基準地形に累積的な不連続が認め

られ，その位置が確実に認定できるもの。

・新鮮な崖，鞍部等の連続からなり，連続区

間が長く，山地高度，丘陵高度に一様な高

度差が認められるもので，かつ延長上の段

丘面に同方向の崖が認められるもの。

・尾根・水系が長い区間で同方向に屈曲し，かつ屈曲は鮮明であり，河川

の規模と屈曲量との相関が認められるもの。

・写真判読及び文献記載を考慮し，ひと続きであることが明瞭な段丘面等に

おける崖，撓み，傾斜面などからなり，

(1)時代の異なる複数の段丘面に連続し，古い段丘面ほど比高が大きいもの。

(2)崖面が山地・丘陵側に向き，段丘面の傾斜方向とは逆向きを示すもの。

(3)山地・丘陵内の明瞭な崖，鞍部等に連続するもの。

Ⅱ

変位地形と認定できる地形要素が認めら

れるが，基準地形に不連続があること

から，位置に不確実さがあるもの，ある

いは，変位地形として認定できる地形要

素がⅠより少なく，その他の成因による

ものである可能性があるもの。

・崖，鞍部等の連続からなり，連続区間が長

く，山地高度，丘陵高度に一様な高度差が

認められるもので，

(1)段丘面との関係は不明であるが地形形態は

鮮明であるもの。

(2)地形形態はやや不鮮明であるが，延長上の

段丘面に同方向の崖が認められるもの。

・尾根・水系が同方向に屈曲し，

(1)連続区間も長いが，河川の規模と屈曲量との相関がやや悪いもの。

(2)連続区間は短いが，河川の規模と屈曲量との相関が認められるもの。

・写真判読及び文献記載を考慮し，ひと続きであると推定される段丘面等に

おける崖，撓み，傾斜面などからなり，

(1)時代の異なる複数の段丘面に連続し，古い段丘面ほど比高が大きいもの。

(2)崖面が山地・丘陵側に向き，段丘面の傾斜方向とは逆向きを示すもの。

(3)山地・丘陵内の明瞭な崖，鞍部等に連続するもの。

Ⅲ

変位地形と認定できる地形要素が認めら

れるが，基準地形の認定に不確実さが

あり，その他の成因による可能性がある

もの，あるいは，不連続が認められるも

のの，基準地形での変位が不明瞭なもの。

・崖，鞍部等の連続からなり，山地高度，丘

陵高度に一様な高度差があるが，地形形態

は一部で不鮮明か，あるいは不連続となる

もの。

・尾根・水系が同方向に屈曲するが，河川の規模と屈曲量との相関が悪く，

(1)連続区間は長いが，屈曲は不鮮明なもの。

(2)屈曲は鮮明であるが，連続区間は短いもの。

・写真判読及び文献記載を考慮しても，ひと続きであったことが不確かな段

丘面等における崖，撓み，傾斜面などからなるが，一部で不鮮明か不連続

なもの。

(1)崖面が山地・丘陵側に向き，段丘面の傾斜方向とは逆向きを示すもの。

(2)山地・丘陵内の明瞭な崖，鞍部等に連続するもの。

Ⅳ

基準地形が古く，変位地形の可能性のあ

る地形要素が開析されているもの，ある

いは，基準地形面上に地形要素が認めら

れるものの延長が短かく，その比高や屈

曲量が小さいため，変位地形かその他の

成因によるものか識別が困難なもの。

・崖，鞍部等の連続からなるが，山地高度，

丘陵高度に局所的な高度差は認められるが，

一様ではないもの。

・尾根・水系が同方向に屈曲しているが，上記以外のもの。 ・崖，溝状凹地等からなり，河川の方向・連続性や段丘面の開析度の差から

河川侵食の可能性が高いが，断層崖の疑いがあるもの。

上記以外で，活動性の検討に関して抽出するもの

Ⅴ

変位地形と認定できる地形要素は認めら

れないが，周囲の地形面や段丘面の分布

から活断層等の伏在が推定されるもの。

・沖積低地等が広がり，その侵食及び堆積作用の影響等により，空中写真判読で断層が推定される位置付近で変動地形が積極的に判読できないが，周囲に分布する地形面の傾動，段丘面高度等から，

活断層等の伏在が推定されるもの。

文献断層
・文献に記載された活断層または推定活断層等のうち，空中写真判読で上記地形要素が判読できず，文献に対する活断層の根拠を積極的に確認できないもの。

(破線で示し，図中では文献と略記する)

変位地形分類基準

※当変位地形分類基準は，土木学会(1985)「原子力発電所地質・地盤の調査・試験法および地盤の耐震安定性の評価手法 報告書 第2編 地質調査法」に記載の「リニアメント判読基準の例」及び
「変位地形の認定に関するリニアメント判読要素」を参考にするとともに，当社独自に，変位地形と認定できる地形要素は認められないが，活断層等の伏在が推定される区分Ⅴを加え，作成した。

１．１ 敷地近傍の地形

再掲(H28/3/10審査会合)②敷地近傍の変位地形分布(2/2)
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照岸

泊発電所

盃右図範囲

主な調査位置(積丹半島西岸)

１．１ 敷地近傍の地形

○泊発電所が位置する積丹半島西岸には，空中写真判読の結果，中位及び高位の海成段丘面が認められる。
○中位段丘面は泊発電所～泊村照岸にかけて連続的に分布し，照岸以北では断続的に分布する。
○高位段丘面は泊発電所～泊村盃で断続的に分布する。
○地形調査の結果，敷地を含む積丹半島西岸では，段丘面の傾動は認められない。

泊発電所

照岸

主な調査位置(敷地近傍)

盃

※活断層研究会編(1991)

※
※

一部修正(H28/3/10審査会合)③積丹半島西岸の海成段丘

※活断層研究会編(1991)
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１．敷地及び敷地近傍の地形

１．１ 敷地近傍の地形
１．２ 敷地の地形
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１．２ 敷地の地形

敷地の空中写真(改変前，1976年国土地理院撮影)

○敷地は，標高130m付近の背面状の高まり(開析が進みなだらかな丘陵状地形となっているH0段丘面群周辺，次頁参照)を頂点とし，海岸へ緩く傾
斜する段丘及びなだらかな丘陵性地形となっている。

○海岸付近では急峻な海食崖となっており，海食崖に続き海岸線とほぼ平行に幅100～150mの波食棚が形成されている。
○空中写真判読及び地形調査の結果，敷地には変位地形等は認められない。
○地すべり地形は，1,2号炉及び3号原子炉建屋設置位置付近には認められない。
○なお，敷地の1,2号炉建設前の地形については，過去の空中写真及び地形図を比較した結果，大規模な地形改変は認められないことを確認してい

る(補足説明資料3章参照)。

一部修正(H28/3/10審査会合)①敷地の地形
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地形分類図

１．２ 敷地の地形

○空中写真判読の結果，H0段丘面群，Hm2段丘面，Hm3段丘面等が認められる。
○地形調査の結果，段丘面の傾動は認められない。

茶津川

一部修正(H28/3/10審査会合)②敷地の地形分類
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余白



2121

２．敷地の地質・地質構造

２．１ 敷地における地質調査結果
２．２ 敷地に認められる断層
２．３ 断層と耐震重要施設及び

常設重大事故等対処施設との位置関係
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２．敷地の地質・地質構造

２．１ 敷地における地質調査結果
２．２ 敷地に認められる断層
２．３ 断層と耐震重要施設及び

常設重大事故等対処施設との位置関係
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余白
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２．１ 敷地における地質調査結果

調査位置図(断層位置はEL.2.8mで記載) ：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

○1,2号炉調査及び3号炉調査においては，地表地質踏査，ボーリング調査，試掘坑調査，開削調査等を実施している※。
○ボーリング調査，試掘坑調査及び開削調査は，下記の位置及び数量で実施している。

1,2号炉調査及び3号炉調査における
調査項目及び数量

※本章及び3章においては，1,2号炉調査及び3号炉調査結果を基に記載している。

一部修正(H28/3/10審査会合)①1,2号炉調査及び3号炉調査における調査内容

調査項目 1,2号炉調査 3号炉調査

ボーリング
調査

・146孔
総延長16,500m

・68孔
総延長12,130m

試掘坑
調査

・延長約1,610m
(標高約2.5m)

・延長約450m
(標高約3.8m)
・延長約126m
(周辺斜面位置)

開削
調査

F-1断層，
F-3断層，
F-4断層

F-11断層
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２．１ 敷地における地質調査結果

○敷地の基盤をなす地層は，新第三系上部中新統神恵内層※1で
ある。

○神恵内層を覆って第四系下部～中部更新統岩内層※2，中期～
後期更新世の段丘堆積物及び崖錐Ⅰ堆積物，完新世の崖錐Ⅱ
堆積物及び沖積層が分布する。

【神恵内層の特徴】
○敷地の基盤をなす地層である神恵内層は，岩相の特徴から凝灰質泥

岩層と火砕岩層に大別される。
○火砕岩層は，凝灰角礫岩から火山礫凝灰岩，さらに砂質凝灰岩へと

粒径が細粒化するサイクルや地層を構成する礫種の特徴及び地質構
造から，下部，中部及び上部層に大別される。

○下部層：
・安山岩質の凝灰角礫岩を主体とし，各地層に含まれる礫は安山岩質
で，礫の種類は少ない。

・凝灰岩，レンズ状の安山岩及び含泥岩礫凝灰岩を挟んでいる。
○中部層：

・安山岩質の凝灰角礫岩と凝灰岩の互層からなり，各地層に含まれる
礫は，概ね安山岩質であるが，まれにデイサイト質礫や軽石礫を含み，
礫の種類は下部層に比べて多い。

・軽石凝灰岩及び安山岩を挟んでいる。
・2号原子炉建屋周辺及び3号原子炉建屋東部で厚く分布するほかは，
層厚が薄く，欠如する場合もある。

○上部層：
・下位よりデイサイト質の凝灰角礫岩，デイサイト質の凝灰岩，含泥岩
礫凝灰岩，凝灰岩，安山岩，角礫質安山岩及び安山岩質の凝灰角
礫岩を主体とする。

・安山岩の厚さは最大約80mで，火砕岩層の同斜構造と調和的に分
布する。

※1 地層名については，斎藤ほか(1952)「5万分の1地質図幅 茅沼」等を参照しながら新しい知見も取り込み，
積丹半島の地質層序を総括的に取りまとめた斎藤(1968)「積丹半島の地質と鉱床」を参考としている。

※2 F-1断層開削調査箇所付近に認められる層厚が厚い海成堆積物等については，岩内平野との対比から第四
系下部～中部更新統岩内層に区分していたが，敷地が位置する積丹半島と岩内平野は地形発達史が異なる
こと等を踏まえ，地層区分の見直しを実施している(詳細は5.1.3章参照)。

敷地の地質層序表

※2

一部修正(H28/3/10審査会合)②地質層序表
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地質平面図

２．１ 敷地における地質調査結果

1号炉 2号炉

3号炉

○敷地の基盤をなす地層である神恵内層は，岩相の特徴から凝灰質泥岩層と火砕岩層に大別される。
○神恵内層の凝灰質泥岩層は，敷地北部の茶津川付近に分布する。
○神恵内層の火砕岩層は，敷地全域に広く分布しており，3号原子炉建屋設置位置付近には安山岩が認められる。

茶津川
※

※F-1断層開削調査箇所付近に認められる層厚が厚い海成堆積物等については，岩内平野との対比から
第四系下部～中部更新統岩内層に区分していたが，敷地が位置する積丹半島と岩内平野は地形発達史
が異なること等を踏まえ，地層区分の見直しを実施している(詳細は5.1.3章参照)。

一部修正(H28/3/10審査会合)③地質平面図
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２．１ 敷地における地質調査結果

地質断面図(X-X’方向)

(下部層)

(上部層)
(中部層)

(凝灰質泥岩層)

○敷地の神恵内層は，下位の凝灰質泥岩層と上位の火砕岩層に分けられ，火砕岩層は凝灰質泥岩層と調和的な構造をなしている。
○火砕岩層は，凝灰角礫岩から火山礫凝灰岩，さらに，砂質凝灰岩へと粒径が細粒化するサイクルを繰り返しており，この堆積サイクルと

地層を構成する礫種の特徴及び地質構造から，下部，中部及び上部層に大別される。

X’X

※F-1断層開削調査箇所付近に認められる層厚が厚い海成堆積物等については，岩内平野
との対比から第四系下部～中部更新統岩内層に区分していたが，敷地が位置する積丹半
島と岩内平野は地形発達史が異なること等を踏まえ，地層区分の見直しを実施している
(詳細は5.1.3章参照)。

※

一部修正(H28/3/10審査会合)④-1 地質断面図(X-X’方向)

1号炉 2号炉 3号炉
←NW SE→
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地質断面図(X3-X3’方向)

X3’X3

２．１ 敷地における地質調査結果

(下部層)

(上部層)

(凝灰質泥岩層)

(中部層)

3号炉

○3号原子炉建屋付近に分布する安山岩は，火砕岩層と調和的な構造を示す。

(中部層)

※

※F-1断層開削調査箇所付近に認められる層厚が厚い海成堆積物等については，岩内平野
との対比から第四系下部～中部更新統岩内層に区分していたが，敷地が位置する積丹半
島と岩内平野は地形発達史が異なること等を踏まえ，地層区分の見直しを実施している
(詳細は5.1.3章参照)。

一部修正(H28/3/10審査会合)④-2 地質断面図(X3-X3’方向)

←NW SE→
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※2 F-1断層開削調査箇所付近に認められる層厚が厚い海成堆積物等については，岩内平野との対比から第四系下部～中部更新統岩内
層に区分していたが，敷地が位置する積丹半島と岩内平野は地形発達史が異なること等を踏まえ，地層区分の見直しを実施している
(詳細は5.1.3章参照)。

Y1’ Y2’

Y3’

Y1 Y2

Y3

※2

(Y1-Y1’方向)

(下部層)

(上部層)

(凝灰質泥岩層)

1号炉
←NE SW→

(Y2-Y2’方向)

(下部層)

(上部層)

(中部層)

(凝灰質泥岩層)

(上部層)

2号炉

(Y3-Y3’方向)

(下部層)

(上部層)

(中部層)

(凝灰質泥岩層)

(中部層)

3号炉

(中部層のブロック※1)

※1 当該箇所に認められる安山岩は，中部層中の安山岩の特徴(発泡痕が認め
られる等)を有していること及び3M-4孔のみで認められることから，上部層
堆積時に中部層の一部がブロック状に取り込まれたものと解釈した。
ブロックの形状については，レンズ状を基本としながら，岩種の硬軟による侵
食抵抗を考慮した。

２．１ 敷地における地質調査結果

地質断面図(Y-Y’方向)

○敷地の神恵内層は，大局的にほぼNW-SE走向で，15°～50°程度の傾斜の同斜構造で分布する。
○八幡(1989，2002)によれば，積丹半島周辺では約8Ma以降，弱圧縮応力場となり，東西圧縮が徐々に始まりNW-SE方向の褶曲活動

が開始したとされていることから，同斜構造は約8Ma以降に形成されたものと考えられる。

一部修正(H28/3/10審査会合)④-3 地質断面図(Y-Y’方向)

←NE SW→

←NE SW→
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1号炉 2号炉

3号炉

下部層の走向・傾斜

下部層の走向・傾斜

凝灰質泥岩層の走向・傾斜

敷地の地質平面図

X’X

※

※F-1断層開削調査箇所付近に認められる層厚が厚い海成堆積物等については，岩内平野との対比から
第四系下部～中部更新統岩内層に区分していたが，敷地が位置する積丹半島と岩内平野は地形発達史
が異なること等を踏まえ，地層区分の見直しを実施している(詳細は5.1.3章参照)。

２．１ 敷地における地質調査結果

○敷地の神恵内層には，地表地質踏査において計測した走向・傾斜から背斜構造の存在が推定される。
○下部層は，推定される背斜構造の東翼ではNE-SW走向で，南東側に約30°傾斜し，西翼では，NW-SE走向で，南西側に約30°傾斜

する状況が認められる。
○なお，空中写真判読及び地形調査の結果，敷地には変位地形及び段丘面の傾動は認められない(P18～P19参照)。

⑤神恵内層に推定される背斜構造(1/2)

推定される背斜構造

再掲(R3/2/12審査会合)
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(下部層)

(上部層)
(中部層)

(凝灰質泥岩層)

凝灰質泥岩層及び下部層が
屈曲した状況が認められる

地質断面図(X-X’方向)

２．１ 敷地における地質調査結果

○ボーリング調査等の結果，汀線平行方向の地質断面図(X-X’断面)の1号炉南側において，凝灰質泥岩層及び下部層が屈曲した状況
が認められることから，神恵内層に推定される背斜構造の背斜軸に対応するものと考えられる。

⑤神恵内層に推定される背斜構造(2/2)

X’X

※

1号炉 2号炉 3号炉
←NW SE→

※F-1断層開削調査箇所付近に認められる層厚が厚い海成堆積物等については，岩内平野
との対比から第四系下部～中部更新統岩内層に区分していたが，敷地が位置する積丹半
島と岩内平野は地形発達史が異なること等を踏まえ，地層区分の見直しを実施している
(詳細は5.1.3章参照)。

再掲(R3/2/12審査会合)
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余白
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２．敷地の地質・地質構造

２．１ 敷地における地質調査結果
２．２ 敷地に認められる断層
２．３ 断層と耐震重要施設及び

常設重大事故等対処施設との位置関係
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２．２ 敷地に認められる断層

○敷地には，F-1断層～F-11断層の11条の断層が認められ，断層の種類は逆断層又は層面断層(地層面に沿う断層)と考えられる。
・逆断層：F-1断層，F-2断層，F-4断層，F-5断層，F-6断層，F-7断層
・層面断層：F-3断層，F-8断層，F-9断層，F-10断層，F-11断層

○各断層は，1,2号炉調査及び3号炉調査において，類似した性状を示し，同一とみなせる破砕部等の連続性が複数の位置で確認される
ものを断層と定義し，認定した。

断層平面位置図(断層位置はEL.2.8mで記載)

※1 3号炉調査のボーリング調査で確認された断層の走向・傾斜は，シュミットネット上のピーク値を示す。
※2 1,2号炉調査は試掘坑が主体であり，各露頭で確認された破砕幅の範囲を示す。

3号炉調査は，ボーリングが主体であり，各ボーリングコアで確認された破砕幅の範囲を示す。
※3 F-1断層の線形及び長さについては，F-1断層の活動性評価に関する追加調査結果(5.2章)を踏

まえ，本頁に示すものから見直しを行っている。
詳細については，補足説明資料5章参照。

※4 F-7断層の破砕幅は，孔壁の崩落により測定不可能なもの(3-3孔及び3E-2孔)を除いた破砕幅
の範囲を示す。
崩落区間を破砕幅とした場合，2孔の破砕幅は以下のとおり。
・3-3孔：200cm
・3E-2孔：233cm

敷地に認められる断層一覧表

(断層名の色分けは，3.1章における断層の系統分類による)

一部修正(H28/3/10審査会合)①敷地に認められる断層の認定(1/2)

区
分断層名 確認位置 走向・傾斜※1

破砕幅※2

(cm)
長さ
(m)

断層の性状

1
，
2
号
炉
調
査

F-1※3
試掘坑及び開削
箇所にて確認

N8°E～20°W/
43°～54°W

0.1以下～
40

360
粘土混じり角礫，
角礫混じり粘土

F-2 試掘坑にて確認
N52°～70°E/

63°～90°W
0.2～25 200

粘土混じり角礫，

角礫混じり粘土

F-3 試掘坑にて確認 N14°W/38°W 5～15 125
凝灰岩に沿って破砕，

角礫，一部粘土

F-4
試掘坑及び開削
箇所にて確認

N20°～35°E/
58°W～79°E

0.1以下～
15

120
粘土混じり角礫，
角礫混じり粘土

F-5 試掘坑にて確認
N75°E～85°W/
70°～84°W

0.2～15 125
角礫，一部粘土，
角礫混じり粘土

F-6 試掘坑にて確認
N77°～83°E/
76°E～80°W

0.5～14 130 角礫混じり粘土

3
号
炉
調
査

F-7
ボーリング調査

にて確認
N54°W/21°W

0.1以下～

110※4

650

以上

角礫，粘土
断層及び周辺の母岩は
白色細脈が認められる

F-8
ボーリング調査
にて確認

N50°W/45°W
0.1以下～

40
500
以上

角礫から砂礫を主体とし
一部粘土を伴う
主に凝灰岩に沿って破砕

F-9
ボーリング調査
にて確認

N44°～54°W/
27°～53°W

10～40 230
角礫混じり粘土を主体

断層及び周辺の母岩は
白色細脈が認められる

F-10
ボーリング調査
にて確認

N40°～44°W/
40°～51°W

4～7 140
粘土
断層及び周辺の母岩は
白色細脈が認められる

F-11
ボーリング調査，
試掘坑及び開削
箇所にて確認

N44°～58°W/
23°～42°W

0.1以下～
56

1,000
以上

角礫から砂礫を主体とし
一部粘土を伴う
主に凝灰岩に沿って破砕
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断層断面位置図

２．２ 敷地に認められる断層

再掲(H28/3/10審査会合)①敷地に認められる断層の認定(2/2)
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試掘坑におけるF-1断層の確認位置

山側

海側

凡例
ー ：対象断層

赤字：対象断層を確認した試掘坑

２．２ 敷地に認められる断層

○F-1断層は，A-1坑，C坑及びその周辺のボーリング孔で確認されるが，B-10孔，C-8孔等では認められない※。
【F-1断層の特徴】

・断層の種類：高角逆断層
・走向・傾斜：N8°E～20°W/43°～54°W
・断層の性状：粘土混じり角礫，角礫混じり粘土

一部修正(H28/3/10審査会合)②-1 1,2号炉調査で確認された断層(F-1断層)

※地質調査結果の詳細は，H28.5.13審査会合資料「地盤(敷地の地質・地質構造)について」及び同資料集に記載。

F-1断層の確認位置(断層位置はEL.2.8mで記載)

▲ 試掘坑調査で断層を確認した地点
● ボーリング調査で断層が確認された地点
● ボーリング調査で想定深度に断層が認められなかった地点
■ 開削調査または露頭調査で断層を確認した地点
■ 開削調査または露頭調査で断層が認められなかった地点
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F-2断層の確認位置(断層位置はEL.2.8mで記載)

裏沢の露頭

▲ 試掘坑調査で断層を確認した地点
▲ 試掘坑調査で想定延長部に断層が認められなかった地点
● ボーリング調査で断層が確認された地点
● ボーリング調査で想定深度に断層が認められなかった地点
■ 開削調査または露頭調査で断層が認められなかった地点

２．２ 敷地に認められる断層

○F-2断層は，A-2坑，G坑，No.3坑，No.11坑，No.12坑及びその周辺のボーリング孔で確認されるが，A-1坑及び裏沢の露頭では認め
られない※。

【F-2断層の特徴】
・断層の種類：高角逆断層
・走向・傾斜：N52°～70°E/63°～90°W
・断層の性状：粘土混じり角礫，角礫混じり粘土

山側

G坑

海側

No.12坑

No.11坑

試掘坑におけるF-2断層の確認位置

凡例
ー ：対象断層

赤字：対象断層を確認した試掘坑
青字：対象断層が確認されない試掘坑

No.3坑

一部修正(H28/3/10審査会合)②-2 1,2号炉調査で確認された断層(F-2断層)

※地質調査結果の詳細は，H28.5.13審査会合資料「地盤(敷地の地質・地質構造)について」及び同資料集に記載。
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山側

海側

No.13坑
No.12坑

試掘坑におけるF-3断層の確認位置

凡例
ー ：対象断層

赤字：対象断層を確認した試掘坑
青字：対象断層が確認されない試掘坑

TM-11孔

F-3断層の確認位置(断層位置はEL.2.8mで記載)

▲ 試掘坑調査で断層を確認した地点
▲ 試掘坑調査で想定延長部に断層が認められなかった地点
● ボーリング調査で断層が確認された地点
● ボーリング調査で想定深度に断層が認められなかった地点
■ 開削調査または露頭調査で断層が認められなかった地点

２．２ 敷地に認められる断層

○F-3断層は，G坑，No.12坑及びその周辺のボーリング孔で確認されるが，No.13坑，TM-11孔(水平ボーリング)及び裏沢の露頭では認
められない※。

【F-3断層の特徴】
・断層の種類：層面断層
・走向・傾斜：N14°W/38°W
・断層の性状：凝灰岩に沿って破砕，角礫，一部粘土

一部修正(H28/3/10審査会合)②-3 1,2号炉調査で確認された断層(F-3断層)

裏沢の露頭

※地質調査結果の詳細は，H28.5.13審査会合資料「地盤(敷地の地質・地質構造)について」及び同資料集に記載。
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山側

海側

No.13坑

試掘坑におけるF-4断層の確認位置

凡例
ー ：対象断層

赤字：対象断層を確認した試掘坑
青字：対象断層が確認されない試掘坑

F-4断層の確認位置(断層位置はEL.2.8mで記載)

裏沢の露頭

▲ 試掘坑調査で断層を確認した地点
▲ 試掘坑調査で想定延長部に断層が認められなかった地点
● ボーリング調査で断層が確認された地点
■ 開削調査または露頭調査で断層が認められなかった地点

２．２ 敷地に認められる断層

○F-4断層は，A-2坑，D坑，No.4坑及びNo.13坑で確認されるが，No.6坑及び山側延長部の裏沢の露頭では認められない※。
【F-4断層の特徴】

・断層の種類：高角逆断層
・走向・傾斜：N20°～35°E/58°W～79°E
・断層の性状：粘土混じり角礫・角礫混じり粘土

一部修正(H28/3/10審査会合)②-4 1,2号炉調査で確認された断層(F-4断層)

※地質調査結果の詳細は，H28.5.13審査会合資料「地盤(敷地の地質・地質構造)について」及び同資料集に記載。
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山側

海側

試掘坑におけるF-5断層の確認位置

凡例
ー ：対象断層

赤字：対象断層を確認した試掘坑
青字：対象断層が確認されない試掘坑

F-5断層の確認位置(断層位置はEL.2.8mで記載)

▲ 試掘坑調査で断層を確認した地点
▲ 試掘坑調査で想定延長部に断層が認められなかった地点
● ボーリング調査で断層が確認された地点
● ボーリング調査で想定深度に断層が認められなかった地点

２．２ 敷地に認められる断層

○F-5断層は，A-2坑，H坑，No.8坑及びNo.9坑で確認されるが，F坑及びG-5孔では認められない※。
【F-5断層の特徴】

・断層の種類：高角逆断層
・走向・傾斜：N75°E～85°W/70°～84°W
・断層の性状：角礫，一部粘土，角礫混じり粘土

一部修正(H28/3/10審査会合)②-5 1,2号炉調査で確認された断層(F-5断層)

※地質調査結果の詳細は，H28.5.13審査会合資料「地盤(敷地の地質・地質構造)について」及び同資料集に記載。
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山側

海側

試掘坑におけるF-6断層の確認位置

凡例
ー ：対象断層

赤字：対象断層を確認した試掘坑
青字：対象断層が確認されない試掘坑

F-6断層の確認位置(断層位置はEL.2.8mで記載)

▲ 試掘坑調査で断層を確認した地点
▲ 試掘坑調査で想定延長部に断層が認められなかった地点
● ボーリング調査で断層が確認された地点
● ボーリング調査で想定深度に断層が認められなかった地点

２．２ 敷地に認められる断層

○F-6断層は，A-2坑及びNo.9坑で確認されるが，H坑及びA-1坑では認められない※。
【F-6断層の特徴】

・断層の種類：高角逆断層
・走向・傾斜：N77°～83°E/76°E～80°W
・断層の性状：角礫混じり粘土

一部修正(H28/3/10審査会合)②-6 1,2号炉調査で確認された断層(F-6断層)

※地質調査結果の詳細は，H28.5.13審査会合資料「地盤(敷地の地質・地質構造)について」及び同資料集に記載。
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白抜き数字は断層面の標高(m)

3L-4
3K-5

3I-83I-63-4

3J-43-5

3-3

3-13H-4

3-23I-2

3H-1

3I-0

3F-4

3D-4
3E-2

3C-4

3B-4
3A-4

凡 例

ボーリング孔番号

3号原子炉建屋

-100

-200

0

-100

100
標高(m)

Y軸(m)

+200

+300

+400

0

+100

0 +100-100-200
+200
X軸(m)

図2

F-7断層確認位置

白抜き数字は断層面の標高(m)

X軸(m)

00

標高(m)

Y軸(m)

0

-100
+100

-100

100

-100

+100

-
2
6
0

-200

-200

+200
凡 例

ボーリング孔番号

白抜き数字は断層面の標高(m)

3号原子炉建屋

3L-4

3I-83-3

3I-0

3A-4

図1

NE

SE

NE

SE

２．２ 敷地に認められる断層

○F-7断層は，3号原子炉建屋付近のボーリングで標高-240m付近に認められた断層であり，断層の延長は，650m以上と推定される※。
【F-7断層の特徴】

・断層の種類：低角逆断層
・走向・傾斜：N54°W/21°W(シュミットネットのピーク値)
・断層の性状：角礫，粘土，断層及び周辺の母岩は白色細脈が認められる

一部修正(H28/3/10審査会合)②-7 3号炉調査で確認された断層(F-7断層)

※地質調査結果の詳細は，H28.5.13審査会合資料「地盤(敷地の地質・地質構造)について」及び同資料集に記載。

：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
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余白
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２．２ 敷地に認められる断層

3K-4
3K-5

3L-4

3M-4

3K-3

3J-4 3J-5

3I-1

3-5
3J-2 3I-8

3I-7
3I-6

3I-5
3-4

3-3
3-2

3I-3 3I-4
3I-2 3-1

3J-6

3I-0

3H-1 3H-2
3H-3 3H-4 3H-5 3H-6

3G-6

3E-6

3G-1 3G-2 3G-3 3G-4

凡 例

ボーリング孔番号

3号原子炉建屋

-
100-
200

0

-100

-200

10
0

標高(m)

Y軸(m)

+200

+300

+400

0

+100

X軸(m)
0 +100-100-200

+200

白抜き数字は断層面の標高(m)

-300

F-8断層確認位置

図2

X軸(m)

00

標高(m)

Y軸(m)

0

-100

+100

-100

100

-100

+100

-200

-300

+200

3M-4

3I-83I-0

3E-6

3G-4

3-3

図1
白抜き数字は断層面の標高(m)

3号原子炉建屋

NE

SE

NE

SE

凡 例

ボーリング孔番号

○F-8断層は，3号原子炉建屋付近のボーリングで標高-100m付近に認められた断層であり，断層の延長は，500m以上と推定される※。
【F-8断層の特徴】

・断層の種類：層面断層
・走向・傾斜：N50°W/45°W(シュミットネットのピーク値)
・断層の性状：角礫から砂礫を主体とし一部粘土を伴う

一部修正(H28/3/10審査会合)②-8 3号炉調査で確認された断層(F-8断層)(1/2)

※地質調査結果の詳細は，H28.5.13審査会合資料「地盤(敷地の地質・地質構造)について」及び同資料集に記載。

：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
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地質断面図
(4断面，位置は前頁参照)

3F-4孔
3G-4孔

(下部層)

(上部層)

(中部層)

(凝灰質泥岩層)

(中部層)

２．２ 敷地に認められる断層

深度90.0m(標高-9.07m)

深度105.0m(標高-24.07m)
：F-8断層推定延長位置(深度96.0～98.0m付近)

ボーリングコア写真(3F-4孔)

【ボーリング調査結果：3G-4孔】
○深度103.4mの神恵内層の下部層と上部

層の境界付近で，破砕部が認められる。
【ボーリング調査結果：3F-4孔】
○当該孔以外のボーリング調査結果より推

定されるF-8断層の延長部付近には，同
様の性状を示す断層は認められない。

ボアホールテレビ画像
(3F-4孔 深度96.0～99.0m)

ボアホールテレビ画像
(3G-4孔 深度102.0～105.0m)

F
-
8
断

層
位

置

：F-8断層破砕部(深度103.43m)

深度95.0m(標高-27.04m)

深度110.0m(標高-42.04m)

ボーリングコア写真(3G-4孔)

一部修正(H28/3/10審査会合)②-8 3号炉調査で確認された断層(F-8断層)(2/2)
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3号原子炉建屋

X軸(m)

0 +100

0

-100

100
標高(m)

Y軸(m)

-100
+200

+200

+300

+400

0

+100

白抜き数字は断層面の標高(m)

-200

3-2 3-3 3-4
3I-6

3-1

凡 例

ボーリング孔番号

図2

F-9断層確認位置

X軸(m)

00

標高(m)

Y軸(m)

0

-100

+100
-100

100

-100

+100

白抜き数字は断層面の標高(m)

3-1
3I-6

3-2

凡 例

ボーリング孔番号

図1

3号原子炉建屋

２．２ 敷地に認められる断層

○F-9断層は，3号原子炉建屋付近のボーリングで標高-200m付近に認められた断層であり，断層の延長は，約230mと推定される※。
【F-9断層の特徴】

・断層の種類：層面断層
・走向・傾斜：N44°～54°W/27°～53°W(シュミットネットのピーク値)
・断層の性状：角礫混じり粘土を主体とし，断層及び周辺の母岩は白色細脈が認められる

：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

一部修正(H28/3/10審査会合)②-9 3号炉調査で確認された断層(F-9断層)

※地質調査結果の詳細は，H28.5.13審査会合資料「地盤(敷地の地質・地質構造)について」及び同資料集に記載。

NE

SE
SE

NE
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X軸(m)

0
0

標高(m)

Y軸(m)

0

-100
+100

100

-100

+100凡 例

ボーリング孔番号
白抜き数字は断層面の標高(m)

3号原子炉建屋

3H-1

3I-2

図1

NE

SE

3号原子炉建屋

0 +100

0

-100

100
標高(m)

Y軸(m)

-100-200

+200

+300

+400

0

+100

X軸(m)

-200

NE

SE
凡 例

ボーリング孔番号

白抜き数字は断層面の標高(m)

F-10断層確認位置

3I-2

3H-1

図2

２．２ 敷地に認められる断層

○F-10断層は，3号原子炉建屋付近のボーリングで標高-200m付近に認められた断層であり，断層の延長は，約140mと推定される※。
【F-10断層の特徴】

・断層の種類：層面断層
・走向・傾斜：N40°～44°W/40°～51°W(シュミットネットのピーク値)
・断層の性状：粘土，断層及び周辺の母岩は白色細脈が認められる

一部修正(H28/3/10審査会合)②-10 3号炉調査で確認された断層(F-10断層)

※地質調査結果の詳細は，H28.5.13審査会合資料「地盤(敷地の地質・地質構造)について」及び同資料集に記載。

：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
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B坑確認箇所(TD86～92)

C坑確認箇所(TD28～34)

3号炉試掘坑におけるF-11断層確認位置
(断層位置はEL.2.8mで記載)

B坑

A坑

C
坑

２．２ 敷地に認められる断層

○F-11断層は，3号炉試掘坑及び3号原子炉建屋付近のボーリングで認められた断層であり，神恵内層中での消滅は確認されず，断層の
延長は，1,000m以上と推定される※。

【F-11断層の特徴】
・断層の種類：層面断層
・走向・傾斜：N44°～58°W/23°～42°W
・断層の性状：角礫から砂礫を主体とし一部粘土を伴う

：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

一部修正(H28/3/10審査会合)②-11 3号炉調査で確認された断層(F-11断層)(1/2)

※地質調査結果の詳細は，H28.5.13審査会合資料「地盤(敷地の地質・地質構造)について」
及び同資料集に記載。
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F-11断層確認位置

3P-4

3A-4

3B-4

3C-4

3D-4 3C-6

3E-4

3F-4

3E-6

3G-3

3G-2
3G-1

3H-1
3H-2

3H-3
3H-5

3H-6

3G-6
3G-5

3G-4

3-1

3H-4

3I-1
3I-2 3I-3

3-2
3-3 3-4

3I-4

3I-5
3I-6

3I-7
3I-8

3I-103J-63J-5

3K-5

3K-4
3K-3

3K-2

3J-2

3J-3 3J-43-5

3L-4

3M-4

3N-4

凡 例

ボーリング孔番号 0

-100

+100

-200

0

-100

-200

100
標高(m)

Y軸(m)

-100-200

+200

+300

+400

0

+100

+200
X軸(m)

+300

白抜き数字は断層面の標高(m)

図1

3号原子炉建屋

NE

SE

２．２ 敷地に認められる断層

X軸(m)
00

標高(m)

Y軸(m)

0

-100
+100-100

100

-100

+100

-200

-200 3I-10

3P-4

3-3

3I-1

3A-4

図2

白抜き数字は断層面の標高(m)

3号原子炉建屋

NW NE

凡 例

ボーリング孔番号

再掲(H28/3/10審査会合)②-11 3号炉調査で確認された断層(F-11断層)(2/2)
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地質断面図(Y-Y’方向)
(Y1-Y1’方向)

(下部層)

(上部層)

(凝灰質泥岩層)

1号炉
←山側 NE SW 海側→

(Y1-Y1’方向) (Y3-Y3’方向)

(下部層)

(上部層)

(中部層)

(凝灰質泥岩層)

(中部層)

3号炉←山側 NE SW 海側→

(中部層のブロック※2)

※2 当該箇所に認められる安山岩は，中部層中の安山岩の特徴(発泡痕が認め
られる等)を有していること及び3M-4孔のみで認められることから，上部層
堆積時に中部層の一部がブロック状に取り込まれたものと解釈した。
ブロックの形状については，レンズ状を基本としながら，岩種の硬軟による侵
食抵抗を考慮した。

※1 F-1断層開削調査箇所付近に認められる層厚が厚い海成堆積物等については，岩
内平野との対比から第四系下部～中部更新統岩内層に区分していたが，敷地が位
置する積丹半島と岩内平野は地形発達史が異なること等を踏まえ，地層区分の見
直しを実施している(詳細は5.1.3章参照)。

Y1’

Y3’

Y1

Y3

※1

○敷地に認められる層面断層(F-3断層，F-8断層，F-9断層，F-10
断層及びF-11断層)は，以下の理由から，いずれも，神恵内層の
同斜構造形成時の圧縮応力場において形成された層面断層(逆断
層)であると判断される。
・敷地の神恵内層は，大局的にほぼNW-SE走向で，15°～50°
程度の傾斜の同斜構造で分布する

・八幡(1989，2002)によれば，積丹半島周辺では約8Ma以降，
弱圧縮応力場となり，東西圧縮が徐々に始まりNW-SE方向の褶
曲活動が開始したとされている

・これらの断層は，同斜構造と調和的な分布を示す

２．２ 敷地に認められる断層

再掲(R3/2/12審査会合)③層面断層の特徴(1/2)
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(上部層)
(中部層)

X’X

※F-1断層開削調査箇所付近に認められる層厚が厚い海成堆積物等については，岩内平野
との対比から第四系下部～中部更新統岩内層に区分していたが，敷地が位置する積丹半
島と岩内平野は地形発達史が異なること等を踏まえ，地層区分の見直しを実施している
(詳細は5.1.3章参照)。

※

地質断面図(X-X’方向)

(下部層)

(凝灰質泥岩層)

２．２ 敷地に認められる断層

←NW SE→
1号炉 2号炉 3号炉

再掲(R3/2/12審査会合)③層面断層の特徴(2/2)
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F-1 A-1坑 凝灰岩 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

G坑 △ △ △ ◎ △ △ ◎ ○ ○

No.11坑 △ ○ ○ ◎ ○ △ ◎ ○ ○ ○

F-3 No.12坑 凝灰岩 △ ○ △ ◎ ○ △ ◎ ○ ○ ○ ○

F-4 No.4坑 凝灰岩 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

H坑 凝灰角礫岩 ○ △ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

No.8坑 安山岩 ○ △ ◎ ◎ △ ○ ○ △ ○ △ ○ ○

F-6 A-2坑 凝灰角礫岩 △ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

3A-4孔 凝灰質泥岩 ◎ △ ＋ △ ＋ ＋ ○ ◎ △ △ ＋

3C-4孔 凝灰質泥岩 ◎ △ ＋ ＋ △ ＋ ○ ◎ ◎ ◎ ＋

3E-2孔 凝灰岩 ◎ △ ◎ ○ △ △ ＋ ＋ ○ ◎ ＋

3-2孔 凝灰岩 △ ○ ○ ◎ ＋ ◎ ＋

3J-4孔 凝灰岩 △ ○ ○ ◎ ＋ ＋ ◎ ○

3J-5孔 凝灰岩 ○ ◎ ◎ △ △ △ △ △

3H-1孔 軽石凝灰岩 △ △ ◎ ◎ △ ○ △

3H-5孔 軽石凝灰岩 △ △ ○ ◎ ＋ ◎ ＋

3L-4孔 軽石凝灰岩 ○ △ ◎ ◎ ＋ △ ＋ △

F-9 3-1孔 凝灰岩 △ ○ ＋ ◎ ◎ ＋ △ ◎

F-10 3H-1孔 凝灰岩 △ ○ △ ◎ ◎ △ △

＋ ○ △ ◎ ○ ○ ＋ ＋

＋ ○ △ △ △ ◎ ◎ ◎ ＋

＋ ○ △ ＋ ＋ ◎ ○ ○ ＋

＋ ○ △ ＋ ◎ ○ ○ ＋

3E-4孔 凝灰岩 △ ＋ ○ △ ＋ ＋ ◎ ◎ ○ ○ △

3I-1孔 凝灰岩 △ ＋ △ △ ◎ ◎ △ ◎ △

3I-6孔 凝灰岩 ＋ ＋ ＋ ＋ ◎ ◎ ＋ ＋ ＋

3N-4孔 凝灰岩 ＋ ＋ ◎ △ ○ ◎ ○ ＋ ＋

凡例
断層内物質及び母岩の両方に共通して認められる鉱物※3

ス
メ
ク
タ
イ
ト

斜
長
石

鉱
物
名

方
解
石

石
膏

斜
プ
チ
ロ
ル
沸
石

区
分

断
層

地
点

母
岩

相対強度※2

黄
銅
鉱

黄
鉄
鉱

菱
鉄
鉱

石
英

ト
リ
デ

ィ
マ
イ
ト

ド
ロ
マ
イ
ト

緑
泥
石

ク
リ
ス
ト
バ
ラ
イ
ト

雲
母
類

カ
リ
長
石

オ
パ
ー

ル

1
号
及
び
2
号
炉
調
査

(

断
層
内
物
質

)

(

母
岩

)

F-2 凝灰角礫岩

F-5

3
号
炉
調
査

F-7

F-8

F-11

試験坑
No.4

凝灰岩 △ ＋ ＋ ○ ◎ ◎ ＋

（相対強度）

　◎：強

　○：中

　△：弱

　＋：微弱

２．２ 敷地に認められる断層

○断層内及び母岩に認められる鉱物を確認するため，断層内物質中の粘土及びその付近の新鮮な母岩から試料を採取し，X線分析を実
施した※1。

○断層内及び母岩には，硫化鉱物(黄鉄鉱等)，炭酸塩鉱物(菱鉄鉱等)等が認められる。

○回折X線の強度は，結晶相物質
の含有量のほか，鉱物種類(化
学組成，結晶構造)，結晶度，
粒子の形状，大きさ，方位，X
線吸収係数等によって決定す
る。このため，同じ結晶面の回
折強度が一定の強度を示すと
は限らない。

○X線分析で得られる結果は，
個々の試料について相対強度
で示している。

X線分析結果

一部修正(H28/3/10審査会合)④断層内及び母岩に認められる鉱物(1/2)

※2 相対強度はX線回折に表われたピークの相対的な強さを示す。
※3 複数の断層において認められる鉱物であり，断層内物質及び母岩の両方に共通して認められる鉱物を抽出した。

※1 X線分析結果の詳細は，H28.5.13審査会合資料「地盤(敷地の地質・地質構造)について(資料集)」に記載。
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２．２ 敷地に認められる断層

○断層内物質において，母岩と比較して異なる強さのピークが認められる鉱物を抽出した。
○断層内物質では，敷地の複数の断層において，母岩と比較してスメクタイト，黄鉄鉱，炭酸塩鉱物等のピークが強く認められる。

断 層 地 点
母岩と比較して，ピークが出現する
又は強いピークが認められる鉱物

母岩と比較して，ピークが認められない
又は弱いピークが認められる鉱物

F-1 A-1坑 方解石，黄鉄鉱 斜長石，石英

F-2
G坑 菱鉄鉱 斜長石，黄銅鉱

No.11坑 菱鉄鉱 斜長石，黄銅鉱

F-3 No.12坑 菱鉄鉱 斜長石，黄鉄鉱，クリストバライト，スメクタイト

F-4 No.4坑 黄銅鉱，白雲母 斜長石，黄鉄鉱，スメクタイト，赤鉄鉱

F-5
H坑 菱鉄鉱，黄鉄鉱 斜長石，黄銅鉱，クリストバライト

No.8坑 スメクタイト，黄鉄鉱，黄銅鉱，石英 斜長石，クリストバライト

F-6 A-2坑 菱鉄鉱，石膏 黄鉄鉱，スメクタイト

F-7

3A-4孔 スメクタイト，菱鉄鉱，黄鉄鉱 石英，クリノタイロライト，クリストバライト，トリディマイト

3C-4孔 スメクタイト，黄鉄鉱 石英，クリノタイロライト，クリストバライト，トリディマイト

3E-2孔 スメクタイト，方解石 石英

3-2孔 菱鉄鉱 斜長石，スメクタイト

3J-4孔 菱鉄鉱 スメクタイト

F-8

3J-5孔 黄鉄鉱，方解石 斜長石，スメクタイト

3H-1孔 菱鉄鉱 －

3H-5孔 石英，クリノタイロライト 斜長石

3L-4孔 スメクタイト，菱鉄鉱，クリノタイロライト －

F-9 3-1孔 菱鉄鉱，ドロマイト カリ長石，スメクタイト，斜長石

F-10 3H-1孔 菱鉄鉱 斜長石，スメクタイト

F-11

試験坑No.4① 石英，石膏

－
試験坑No.4② 菱鉄鉱，黄鉄鉱

試験坑No.4③ 菱鉄鉱

試験坑No.4④ －

3E-4孔 － －

3I-1孔 スメクタイト －

3I-6孔 － 緑泥石

3N-4孔 斜長石 オパール

断層内物質の母岩と比較して異なる強さのピークが認められる鉱物

一部修正(H28/3/10審査会合)④断層内及び母岩に認められる鉱物(2/2)
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余白
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２．敷地の地質・地質構造

２．１ 敷地における地質調査結果
２．２ 敷地に認められる断層
２．３ 断層と耐震重要施設及び

常設重大事故等対処施設との位置関係
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○3号炉における耐震重要施設※1及び常設重大事故等対処施設※2を以下に示す。

①耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設

２．３ 断層と耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設との位置関係

※1 設置許可基準規則第3条の対象となる耐震重要施設(間接支持構造物を含む)
※2 設置許可基準規則第38条の対象となる常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設(特定重大事故等対処施設を除く)

：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

再掲(R3/2/12審査会合)
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２．３ 断層と耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設との位置関係

○敷地に認められる11条の断層(F-1断層～F-11断層)と3号炉における耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設との位置関係を示す。
○津波防護施設の構造は令和元年9月27日審査会合時点での構造であり，今後変更となる可能性があるものの，当該施設は将来活動する可能性の

ある断層等の露頭がないことを確認した地盤に設置する。
○このため，敷地に認められる11条の断層は，3号炉における耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の直下に位置しない※1。

※1 なお，F-2断層，F-4断層及びF-5断層は，1,2号炉における耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の直下に位置する。

一部修正(H28/5/13審査会合)②断層との位置関係

：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
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余白
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３．断層の系統分類及び各断層系の新旧関係

３．１ 断層の系統分類
３．２ 各断層系の新旧関係
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３．断層の系統分類及び各断層系の新旧関係

３．１ 断層の系統分類
３．２ 各断層系の新旧関係



6161

余白
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３．１ 断層の系統分類

一部修正(H28/3/10審査会合)①断層の系統分類

※X線分析において，母岩と比較して，ピークが出現する又は強いピークが認められる鉱物

・硫化鉱物：黄鉄鉱，黄銅鉱
断層の系統分類図

F-1断層～F-11断層の11条の断層

断層の形態
高角逆断層 低角逆断層 層面断層

F-1，F-2，F-4，
F-5，F-6

F-7
F-3，F-8，F-9，

 F-10，F-11

走向・傾斜
(走向)/(傾斜)

NS～NWN/W～WSW NE/NW EW～ENE/N～NWN NW/SW NW/SW

F-1 F-4 F-2，F-5，F-6 F-7
F-3，F-8，F-9，

F-10，F-11

断層の性状
粘土混じり角礫・

角礫混じり粘土

粘土混じり角礫・

角礫混じり粘土
角礫混じり粘土 角礫・粘土 粘土 角礫・一部粘土

F-1 F-4 F-2，F-5，F-6 F-7 F-9，F-10 F-3，F-8，F-11

断層内物質の

変質鉱物※1 硫化鉱物 硫化鉱物
炭酸塩鉱物

(F-5は硫化鉱物含む)

炭酸塩鉱物
(断層の上下でも炭酸塩

鉱物の細脈が発達)

炭酸塩鉱物
(断層の上下でも炭酸塩

鉱物の細脈が発達)

炭酸塩鉱物
(F-8，F-11は硫化

鉱物含む)

系統分類
高角逆断層(Y)系 高角逆断層(O２)系 高角逆断層(O1)系 低角逆断層系 層面断層(o)系 層面断層(y)系

F-1 F-4 F-2，F-5，F-6 F-7 F-9，F-10 F-3，F-8，F-11

断層内物質の
主な変質鉱物※

断層の種類

断層の性状

系統分類

走向・傾斜
(走向)/(傾斜)

・炭酸塩鉱物：菱鉄鉱，方解石

○敷地に認められる11条の断層は，断層の種類により高角逆断層，低角逆断層及び層面断層に分類され，それらは走向・傾斜，断層の性状及び断層
内物質の主な変質鉱物から，さらに6つの断層系に分類される。
・層面断層以外の逆断層については，試掘坑又はボーリング調査において認められる傾斜角が45°以上のものを高角逆断層，45°未満のものを低角逆
断層として取扱う

・各断層系の名称は，以降に示す各断層系の新旧関係等に基づき，同様な断層の種類のうち，活動時期が相対的に新しいものにはYoung，古いものには
Oldの頭文字である(Y)及び(O)を付記し，高角逆断層には大文字(Y，O)，層面断層には小文字(y，o)を付記する
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断層系 断層名 走向・傾斜 破砕幅 断層の性状
断層内物質の
主な変質鉱物※ その他特徴

高角逆断層(Y)系 F-1断層
N8°E～20°W/
43°～54°W

0.1cm以下
～40cm

・粘土混じり角礫
・角礫混じり粘土

硫化鉱物

高角逆断層(O２)系 F-4断層
N20°～35°E/
58°W～79°E

0.1cm以下
～15cm

・粘土混じり角礫
・角礫混じり粘土

硫化鉱物

高角逆断層(O1)系

F-2断層
N52°～70°E/
63°～90°W

0.2cm
～25cm

・角礫混じり粘土
炭酸塩鉱物
(F-5は硫化鉱物含む)

F-5断層
N75°E～85°W/

70°～84°W
0.2cm

～15cm

F-6断層
N77°～83°E/
76°E～80°W

0.5cm
～14cm

低角逆断層系 F-7断層 N54°W/21°W
0.1cm以下
～110cm

・角礫
・粘土

炭酸塩鉱物
(断層の上下でも炭酸塩
鉱物の細脈が発達)

断層及び周辺の母岩は白
色細脈が認められる

層面断層(o)系

F-9断層
N44°～54°W/
27°～53°W

10cm
～40cm

・粘土
炭酸塩鉱物
(断層の上下でも炭酸塩
鉱物の細脈が発達)

断層及び周辺の母岩は白
色細脈が認められる

F-10断層
N40°～44°W/
40°～51°W

4cm
～7cm

層面断層(y)系

F-3断層 N14°W/38°W
5cm

～15cm

・角礫
・一部粘土

炭酸塩鉱物
(F-8，F-11は
硫化鉱物含む)

F-8断層 N50°W/45°W
0.1cm以下
～40cm

F-11断層
N44°～58°W/
23°～42°W

0.1cm以下
～56cm

３．１ 断層の系統分類

各断層系の特徴

○6つの断層系の特徴を表に示す。

一部修正(H28/3/10審査会合)②各断層系の特徴

※X線分析において，母岩と比較して，ピークが出現する又は強いピークが認められる鉱物

・硫化鉱物：黄鉄鉱，黄銅鉱 ・炭酸塩鉱物：菱鉄鉱，方解石
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３．断層の系統分類及び各断層系の新旧関係

３．１ 断層の系統分類
３．２ 各断層系の新旧関係
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○1,2号炉試掘坑調査の結果，高角逆断層(O1)系のF-2断層と層面断層(y)系のF-3断層には，切りあいの関係が認められることから，
F-2断層及びF-3断層の活動時期の新旧関係を確認した。

３．２ 各断層系の新旧関係

山側

海側

1,2号炉試掘坑及び断層位置図(左図赤枠)断層平面位置図(断層位置はEL.2.8mで記載)

1,2号炉試掘坑及び断層位置図(拡大図)

スケッチ範囲(次頁～P67参照)

海側

山側

一部修正(H28/3/10審査会合)①高角逆断層(O1)系及び層面断層(y)系(1/3)
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F-2断層とF-3断層の切りあい部の試掘坑スケッチに加筆
(G坑始点からの距離100.0～144.2m)

試掘坑スケッチ
(No.12坑)

F-3断層

F-2断層

スケッチ展開方法

試掘坑

天端

側
壁

側
壁

：観察方向

F-2断層とF-3断層の切りあい部
試掘坑天端スケッチに加筆(拡大)

No.12坑

G坑

F-3断層

F-2断層

F-2断層

F-2断層がF-3断層
に切られている。

３．２ 各断層系の新旧関係

海側

山側

○F-2断層は，試掘坑G坑とNo.12坑の交差部付近で，F-3断層に切られていることを確認した。

○F-3断層の活動時期は，F-2断層より
新しいと判断される。

○このため，層面断層(y)系の活動時期
は，高角逆断層(O1)系より新しいと判
断される。

一部修正(H28/3/10審査会合)①高角逆断層(O1)系及び層面断層(y)系(2/3)
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F-2断層とF-3断層の切りあい部の試掘坑スケッチ(原図)
(G坑始点からの距離100.0～144.2m)

試掘坑スケッチ
(No.12坑)

スケッチ展開方法

試掘坑

天端

側
壁

側
壁

：観察方向

F-2断層とF-3断層の切りあい部
試掘坑天端スケッチ(拡大，原図)

３．２ 各断層系の新旧関係

一部修正(H28/3/10審査会合)①高角逆断層(O1)系及び層面断層(y)系(3/3)

海側

山側
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３．２ 各断層系の新旧関係

：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

一部修正(H28/3/10審査会合)②低角逆断層系及び層面断層(o)系(1/6)

○低角逆断層系のF-7断層と層面断層(o)系のF-9断層及びF-10断層について，ボーリング調査等の結果から活動時期の新旧関係を確認した。
○F-9断層については，F-7断層を超えていると仮定した場合の推定延長位置を掘削している3-5孔及び隣接する(南側約5m)3J-4孔をP70～P71

に示す。
○F-10断層については，F-7断層を超えていると仮定した場合の推定延長位置を掘削している3-2孔をP72に示す。

地質断面図(4断面)

：F-9断層推定延長位置

3-5孔

3-5孔
3J-4孔

3J-4孔

(下部層)

(上部層)

(凝灰質泥岩層)

(中部層)

3号炉

←山側 NE SW 海側→
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３．２ 各断層系の新旧関係

：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

3-2孔

3-2孔

地質断面図(I断面)
：F-10断層推定延長位置

(下部層)

(上部層)

(中部層)

一部修正(H28/3/10審査会合)②低角逆断層系及び層面断層(o)系(2/6)

3号炉

←NW SE→
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３．２ 各断層系の新旧関係

【ボーリング調査結果：3-5孔(位置図はP68参照)】
○ボーリング調査から推定されるF-9断層の延長位置付近には，F-9断層と同じ性状を示す断層は認めら

れない。
○また，F-9断層の推定延長部位置付近より上位の深度288.1～289.2m付近に破砕部が認められ，そ

の深度は周辺のボーリング孔で確認されているF-7断層から推定される位置と調和的である。
○当該破砕部は，角礫及び粘土からなり，走向・傾斜は，孔壁の観察から，N36°E/18°E，

N66°E/22°Wを示し，F-7断層の性状と同様であることから，F-7断層と考えられる。

：F-9断層推定延長位置(深度290～292m付近)

深度285.0m(標高-237.22m)

深度295.0m(標高-247.22m)

ボーリングコア写真(3-5孔)

：F-7断層破砕部(深度288.10～289.15m)

：F-7断層粘土部(深度288.35～288.50m) ボアホールテレビ画像
(3-5孔 深度287.0～293.0m)

①：N36°E/18°E
②：N66°E/22°W

①

②

一部修正(H28/3/10審査会合)②低角逆断層系及び層面断層(o)系(3/6)

【F-7断層の特徴】
・断層の種類：低角逆断層
・走向・傾斜：N54°W/21°W(シュミットネットのピーク値)
・断層の性状：角礫，粘土，断層及び周辺の母岩は白色細脈が認められる

【F-9断層の特徴】
・断層の種類：層面断層(逆断層)
・走向・傾斜：N44°～54°W/27°～53°W(シュミットネットのピーク値)
・断層の性状：角礫混じり粘土を主体とし，断層及び周辺の母岩は白色細脈が認められる

EL.-200m

EL.-250m

F-7断層

F-9断層推定延長位置付近拡大図

3J-4孔
(次頁参照)

3-5孔

ボーリングコア写真位置

F-9断層
推定延長位置




